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序 

 

 東日本大震災が発生してから丸 2 年が経過したが、震災による原発事故とそ

れに伴う電力不足などを背景に、再生エネルギーに対する見方は大きく変わっ

た。再生エネルギーの重要性が抜本的に見直され、2012 年 7 月からは再生エネ

ルギーの普及・拡大を目的に、「再生可能エネルギー固定価格買取制度」も始ま

った。 

 

 折しも当研究会は、その 2012 年 7 月に発足した。当研究会では、地域分散型

の再生エネルギーの導入拡大により、再生エネルギーを軸とした地域成長政策

につなげたいとの思いを込めて、行政・産業・金融の３者連携産業モデルの具

体案を提示すべく精力的に議論を重ねてきた。 

 

その成果である本報告書では、「再生可能エネルギー固定価格買取制度」を契

機として、「バイオマスガス化発電システム」を地域成長政策の柱に据え、地域

の再生（産業・雇用創出）、地方公共団体の財政改革、高利回り国内金融商品の

提供といった、日本経済が直面する諸課題に対する包括的かつ具体的な処方箋

を提示している。 

そこでは、とりわけ現在の喫緊の課題である“東日本被災地の確実な新産業

や仕事づくり”に直結するモデルを含め、各地域の行政・産業・金融３者連携

によって、1・2・3 次産業それぞれの成長産業化を促す「バイオマス産業都市」

の具体的モデルも示されている。 

 本報告書が、震災復興を含め地域活性化による分散型経済成長の実現、ひい

ては持続可能な循環型社会の進展に、具体的・実践的な形で貢献できれば幸い

である。 

 

最後に、研究会の運営と本報告書の作成に当たり、ご多忙の中ご尽力いただ

いた埼玉大学大学院客員教授の田邉主査をはじめ、貴重な知見・示唆を惜しみ

なく提供いただいた委員、オブザーバー、講師ならびにご協力いただいた関係

各位に深甚なる謝意を表する次第である。 

 

 

2013 年 4 月 

一般社団法人 日本経済調査協議会 

理事長  前田 晃伸 



再生エネルギーを軸とした地域成長政策研究会 

～行政・産業・金融の３者連携産業モデル～ 

（通称 新エネ地域再生研究会） 

委員名簿 

 

（敬称略） 

主  査 田邉 敏憲 埼玉大学大学院経済科学研究科 客員教授 

ア ド バ イ ザ ー 中島 厚志 独立行政法人経済産業研究所 理事長 

委  員 

（五十音順） 

井戸 康正 株式会社エヌ・エス・ピイ 代表取締役 

大川 昌利 杏林大学総合政策学部 教授 

久保田健介 三井住友信託銀行株式会社 資産金融部長 

黒木 正郎 株式会社日本設計 代表アーキテクト 

瀬尾純一郎 株式会社千葉銀行 常勤監査役 

永井 素夫 みずほ信託銀行株式会社 取締役副社長 

野坂 卓見 株式会社新エネルギー開発 代表取締役社長 

畑山 卓美 アビームコンサルティング株式会社 顧問 

広島 輝文 大崎電気工業株式会社 顧問 

福田  博 縄文コミュニケーション株式会社 代表 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 

（五十音順） 

猿渡 知之 総務省地域力創造グループ 地域政策課長 

野池 達也 日本大学大学院総合科学研究科 教授 

事 務 局 奥  雅文 日本経済調査協議会 専務理事 

 越智 信仁 日本経済調査協議会 主任研究員 



外部講師名簿 

 

（講演録掲載順、敬称略、所属・役職は講演当時） 

塚本  修  東京理科大学 特命教授  

白﨑  亮  国土交通省水管理・国土保全局下水道部下水道企画課 

 下水道国際・技術調整官  

山田 耕士  農林水産省食料産業局バイオマス循環資源課 

 バイオマス事業推進室長 

仁平 幸男  東京都下水道局計画調整部 カーボンマイナス推進 

担当課長 

西原 茂樹  静岡県 牧之原市長 

佐々 隆裕  岩手県釜石市産業振興部 次長 

信夫 隆生  農林水産省食料産業局 再生可能エネルギーグループ長 

川尻 明克  農事組合法人農業資源活用生産組合 理事 

岡  秀行  日本資源開発株式会社 代表取締役 

佐々木稔納  京都府 南丹市長 

       バイオガス事業推進協議会 会長 

岡庭 良安  社団法人地域環境資源センター地域環境資源研究所 

バイオマスチームリーダー  



i 
 

目  次 

 

まえがき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

第Ⅰ部 提言「八策」 

要旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

提言「八策」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

１． 再生エネルギー関連４大政策を契機に、真の自然資源大国・日本を目指そう！・・・・８ 

   国土の 9割を占める田畑・山林を“ガス田・油田化”する技術を磨こう！ 

２． 地域成長策は“移入エネルギー地産化”による｢純移出｣増大に FOCUS しよう！・・・・９ 

 1 世帯当り年間 20 万円光熱費の“地消地産”は地域成長の確かな原動力！ 

３． どの地域にもある原料で、1・２・３次産業それぞれの高付加価値化を狙おう！・・・・10 

   製造業のニューフロンティア出現、小売・サービス業もエネルギー産業化へ！ 

４． 人口減少・高齢化問題は、“消滅型創造”イノベーションの好機と捉えよう！・・・・・11 

   農耕地の大規模集約化も時間軸の問題で、後継者難で確実に実現？ 

５． 地域・国全体の政策決定力を高める“合意形成”ノウハウを磨こう！・・・・・・・・12 

   南海トラフ・浜岡原発対応も“市民ファシリテーター”で臨む牧之原市に学ぼう！ 

６．“複式簿記”尺度の共有で、“行政・産業・金融”の 3者連携を推進しよう！・・・・・・12 

   運営収支（P/L）黒字維持には、初期投資設備の資本勘定（B/S）構成が鍵！ 

７．民間金融機関もデリバティブなど金融機能進化の成果活用で貢献しよう！・・・・・・・13 

 日本にも登場した“レベニュー信託債”普及の法的整備等を突破口にしよう！ 

８．“霞ヶ関”で始まった“補助金から出資金へ”の発想転換を大きな潮流にしよう！・・・16 

 地域・市民ファンド、SPC 等に対する“国庫出資”を可能とする制度設計を目標にしよう！ 

 

第Ⅱ部 具体的な地域ビジョン「八策」 

要旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 

地域ビジョン「八策」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 

一．政令指定都市型：静岡県浜松市モデル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 

一．製造業主力中規模都市型：静岡県牧之原市モデル・・・・・・・・・・・・・・・21 

一．被災地再生中核都市型：岩手県釜石市モデル・・・・・・・・・・・・・・・・・22 

一．生活者組合主体都市型：「コープさっぽろ」モデル・・・・・・・・・・・・・・・22 

一．先端医療施設主体型：鹿児島県指宿市モデル・・・・・・・・・・・・・・・・・23 

一．大消費地農事法人主体型：千葉県銚子市モデル・・・・・・・・・・・・・・・・25 

―．世界遺産小規模都市型：青森県深浦町モデル・・・・・・・・・・・・・・・・・27 

一． 畜産事業者主体型：各地の畜産屎尿ガス発電モデル・・・・・・・・・・・・・・28 

 

関連図表編 



ii 
 

講師講演録（CD-ROM に収録） 

 

※所属・役職は講演当時 

１．バイオマスのメタン発酵によるエネルギー拠点の形成 

日本大学大学院教授、東北大学名誉教授 野池達也オブザーバー 

２．バイオマス廃棄物の高効率メタンガス生成システム 

株式会社エヌ・エス・ピイ代表取締役 井戸康正委員 

３．再生エネルギー活用と PPS および電力契約に関する論点整理 

株式会社新エネルギー開発代表取締役社長 

株式会社エネコープ代表取締役社長 野坂卓見委員 

４．レベニュー債信託導入にかかる課題と信託機能 

―茨城県の導入事例から見る目的と課題 

三井住友信託銀行株式会社資産金融部長 久保田健介委員 

５．バイオマス発電事業（下水汚泥）とファイナンス上の論点 

みずほ信託銀行株式会社取締役副社長 永井素夫委員 

６．再生エネルギーを軸としたパブリックファイナンス（PFI、レベニュー信託・ 

レベニュー債等）に係わる論点整理 

大崎電気工業株式会社顧問 広島輝文委員 

７．バイオマス事業化戦略 

―バイオマス産業都市構想とＦＩＴ制度の運用 

東京理科大学特命教授 塚本修氏 

８．下水道資源のエネルギー利用に向けて 

国土交通省水管理・国土保全局下水道部下水道企画課 

下水道国際・技術調整官  白﨑亮氏 

９．バイオマス事業化戦略とバイオガス事業 

―バイオガス事業の現状と課題 

農林水産省食料産業局バイオマス循環資源課 

バイオマス事業推進室長 山田耕士氏 

10．地域での資金循環の創造について 

総務省地域力創造グループ地域政策課長 猿渡知之オブザーバー 

 



iii 
 

11．東京都の下水道事業とＰＦＩ 

―森ヶ崎水再生センター常用発電事業 

東京都下水道局計画調整部 

カーボンマイナス推進担当課長 仁平幸男氏 

12．自立できる地域成長戦略をエネルギーから考える 

―再生可能エネルギーへの挑戦と合意形成 

静岡県牧之原市長 西原茂樹氏 

13．東日本被災地の再生エネルギーによる産業復興政策に向けて 

岩手県釜石市産業振興部次長 佐々隆裕氏 

14．釜石市 有機廃棄物バイオマスメタンガス化＆発電事業収支（案） 

   ―魚残渣、下水汚泥、畜産糞尿の混合によるバイオマスメタンガス発電システム 

埼玉大学大学院客員教授 田邉敏憲主査 

15．農山漁村における再生可能エネルギーの導入促進について 

農林水産省食料産業局再生可能エネルギーグループ長 信夫隆生氏 

16．バイオガスプラント 

―間違いだらけの再生エネルギー事業選択 

農事組合法人農業資源活用生産組合理事 川尻明克氏 

17．委託処理契約 

―再資源化装置による廃棄物処理及びリサイクルプラント 

日本資源開発株式会社代表取締役 岡秀行氏 

18．御提案システム 

―活性炭利用 

株式会社新エネルギー開発代表取締役社長 

株式会社エネコープ代表取締役社長 野坂卓見委員 

19．南丹市におけるバイオマス活用の取り組みと金融の連携 

京都府南丹市長 

バイオガス事業推進協議会会長  佐々木稔納氏 

20．バイオガス利活用の取組みについて 

―メタン発酵の高付加価値化 

社団法人地域環境資源センター地域環境資源研究所 

バイオマスチームリーダー 岡庭良安氏 

 



1 
 

〔まえがき〕 

 

2012年7月からスタートした「再生可能エネルギー固定価格買取（FIT）制度」を契機と捉

え、持続可能な再生エネルギーシステムを軸とする、地域の産業・雇用創出という成長戦略

の検討を重ねた。この作業は、すなわち地域の再生、地方公共団体の財政改革、貯蓄に対す

る高利回り国内金融商品の提供といった日本経済が直面する諸課題に対する整合的かつ具体

的な提言を示すことでもあった。 

 この間、政府の政策面でも、7府省による｢バイオマス産業都市構想政策｣、総務省の木質バ

イオマスなどグリーンエネルギー関連事業を中心とする「地域力創造政策」、さらには環境省

による25年度予算措置である国庫出資金たる地域低炭素投資促進ファンド創設事業など、再

生可能エネルギーを軸とする地域成長産業の創出に向けた環境整備が急速に進んでいる。 

 

再生エネルギーの中では、特に「バイオガス化＆発電」事業を地域成長政策の柱に据える

形で検討した。なぜならば、原料となる“含水有機廃棄物”は、全国どの地域でも、人々の

生活がある限り、農畜水産業がある限り、太古からの地元嫌気性微生物の働きによって、規

模はともかく安定的な供給が想定できる、従って24時間稼動が可能で、これら政策が重視す

る高い「事業採算性」と確実な収益の「地元還元」が期待できるためである。 

他の再生エネルギーと同様に、地域の富の流出を抑え「純移出｣の増大を通した地域の成長

に資する。また具体的な１・2・3次産業への波及効果も見えてきている。 

しかも財政難に陥っている各地方公共団体が担う福祉事業と並ぶ2大事業の廃棄物処理事

業を、処理産業からエネルギー資源産業に転換（Waste to Energy）できることで、地方財政

の収支改善効果をも狙えることになる。 

 

現在は第 4 次バイオガス化ブームとされるが、これまでのブームでは持続可能な事業とし

て定着しなかった要因を、技術的、政策的な課題をそれぞれ明確にすることにより、今次ブ

ームを新産業創出の実現に結び付けるべく議論を重ねた。この過程で、この作業自体が日本

経済が現在直面する諸課題に対する処方箋そのものとなるとの認識も広がったように思う。 

こうした本テーマに関する理解の進展を、第Ⅰ部で、提言「八策」としてまとめた。 

 

本研究会では、こうした提言を実現化できるよう、具体的な現場、すなわち実際の地域を

視野に入れて事業採算性やファイナンス規模等を研究してきた。とりわけ現在の喫緊の課題

である“東日本被災地の確実な新産業や仕事づくり”に直結するモデルとしての被災地再生

中核都市型の「釜石市産業都市構想」をはじめ、政令指定都市型の「浜松市産業都市構想」、

製造業主力中規模都市型の「牧之原市産業都市構想」、あるいは海外からのメディカルツアー

客をも呼び込める先端医療施設と地熱発電を組み合わせた「指宿市モデル」など、8 タイプ

のモデル地域を想定し、それを地域ビジョン｢八策｣としてまとめた。その際、あくまで地域

の 1・2・3 次産業それぞれにおいてどのような成長産業化が可能なのかという具体性、事業
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採算性を極力明確するよう心掛けたつもりである。 

 こういう流れの中で、平成 24 年度補正予算措置で前倒しとなった「バイオマス産業都市構

想」の公募事業に、研究会で講師を務めていただいた西原茂樹市長の静岡県牧之原市ととも

に応募した結果、採用されるという成果を得ている。25 年度予算での第 2回目の公募に対し

ても、同じく講師を務めていただいた釜石市と連携して、チャレンジする予定である。 

 

全国各地域プレーヤーの実効性のある成長戦略づくりに少しでも役立ちたいという観点か

ら進めてきた本研究会の成果が、“産業都市”を構成する各種プレーヤーの共感を得ることで

実現していくことになれば幸いである。 



 

 

 

 

 

 

 

 

第Ⅰ部 提言「八策」 
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〔要 旨〕 

 

１．再生エネルギーを軸とする地域成長戦略の実効性をあげるには、政府の 4 大政策が出揃

ったこの機会を活かし、各省庁の政策の整合性確保と地域のニーズ、実情とがうまくマッ

チすることで実現が期待できる。 

  またそもそも論として、日本の再生エネルギーの賦存量評価が重要となるが、再生エネ

ルギー政策で世界のトップランナーであり平地の多いドイツの国土（農地 50％、森林 30％）

と比較しても、わが国国土の平野部こそは少ないものの 9 割が農山漁村という条件は、「山

林の油田化！」技術が可能となれば決して遜色ないのではないか。和辻哲郎の［風土論］

が想起されるように、むしろ温帯モンスーン地帯ゆえに、かつ島国ゆえの太陽光リアクタ

ーとしての地肌の広さも加わり微生物菌の生産性ははるかに高いとさえいえよう。 

  とりわけ国土面積の７割近くを占める約2,500万haの森林から生み出される木質系バイ

オマスエネルギーは、これまでの低い熱電効率が課題であった「蒸気発電」「ガス化発電」

のほか、木質カロリーの 5 割程度を採り出し、かつ排熱発電と組み合わせ採算性を高めた、

小規模分散型「オイル化＆発電システム」の登場により、森林大国の条件を活かせること

になる。 

  結果、「食物を生産する田畑・漁場を“ガス田”に！山林を“油田”に！｣といったビジ

ョンも決して夢ではなくなっている。イノベーションによって、地表資源たる自然資源の

大国・日本の強みを活かせる展望が急速に拓けつつある。 

 

２．地域の成長戦略を考える上では、全国どこでも大きな需要のある“光熱エネルギーの自

給”こそが、新産業づくりにつながる確率が高い。 

例えば熊本県では、太陽光、バイオマス、地熱、水力など再生エネルギー賦存量を県を 

あげて積み上げた結果、その半分で県内エネルギー消費量をまかなえ、残り半分は県外に

「移出」し成長のエンジンにできるとの認識が広がっている。 

 固定価格買取(FIT)制度対象の再生エネルギーのうちでは、大量のエネルギーを消費して

いる下水汚泥や生ゴミ、食品残渣、畜産屎尿など“含水有機廃棄物”処理を、24 時間安定

的に供給されるエネルギー資源産業に転化できれば最も効果的である。ガス発酵効率のブ

レークスルー技術の登場によって「バイオガス化＆発電」システムを地域成長政策の柱に

据え得る可能性が出てきている。 

 これら“含水有機廃棄物”のうち、地方公共団体自らが責任を負う一般廃棄物処理事業

は必ず予算計上されており、処理事業の再生エネルギー産業化は最終廃棄物埋立て処理費

の大幅削減効果をも生み出す。 

 

３．他の再生エネルギーと比べて、メタンガスやオイル、さらにはエタノールといった形態

を伴うバイオマスエネルギーは他産業への波及効果もはるかに大きい。農畜産業のエネル

ギー産業化を含めた「総合産業化」「高付加価値化」にも貢献することになる。とりわけ、
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農林水産業において生産した 5F の商品、すなわち、Food（食料等）、Fiber（繊維）、Feed

（飼料・餌料）、Fertilizer（肥料）、Fuel（燃料）のうち、最も低価格であった Fuel（燃

料）が FIT という出口を得ることで、農林水産業における生産物全てが採算乗せになるた

め、農林水産業は若い世代を含め魅力ある産業に転化する。しかも、食の安全を自ら確認

でき、家畜飼育も子供達の情操教育につながるなど、新たなライフスタイル・イノベーシ

ョンをもたらすことになるのではないだろうか。こう考えると、現在、農業高校生の約半

分は女性という現象も、こういった来るべきライフスタイル・イノベーションを展望した

ものとみることもできる。 

また「コープさっぽろ」での事例のように、小売業でも“低圧ガスボンベ”開発といっ

た製造業のニューフロンティアを創出し、他の再生エネルギー活用を含め BEMS、HEMS、あ

るいは PPS といった新たな省エネやエネルギー供給サービスも生み出している。この“低

圧ガスボンベ”は、輸送コスト引下げにも寄与する高圧ガス形状の場合、取扱い資格が必

要という高いハードルがあり、この規制をクリアーすべく開発されたというのも面白い。 

「バイオガス化＆発電」事業は 100 万 kw の原発 2基分相当の発電出力として、原発に比

べて小さいとの評価についても、このように各地域において新たな雇用や産業を生み出す

効果、投資の乗数効果を考えることで、むしろ小口分散型電源としての役割で評価される

べきであろう。 

  また本事業は地方公共団体とも深く関連し、廃棄物処理業を発電産業に変えるだけでは

なく、その事業収益の配分においても、①下水処理や生ゴミ処理での住民負担の軽減、 

②「レベニュー信託債（市民債）」といった形で、地域市民向け高利回りの金融商品提供、

③上下水事業の更新投資や、既に満杯化している最終処分場廃棄物の減容化プラント導入

など、各地方公共団体のニーズに応じた多様な選択肢を提供できることにもなる。 

 

４．｢バイオガス化＆発電｣システム普及には、技術的な課題と政策的な課題がある。「5 つの

イノベーション」の発想で考えると解決策が見えやすい。 

技術面では、ガス発酵効率引上げや“液肥”固形化の技術などが求められているが、米

国で普及している“含水有機廃棄物”ナノ化処理機器の導入や日本製の“空冷式衝撃波乾

燥装置”などにブレークスルーの期待がかかる。 

また、FIT で固定価格買上げ期間とする 20 年間にわたる長期安定的な原料確保の観点 

からは、地域人口の減少、観光客など交流人口減少、あるいは畜産業等の縮小に伴う“含 

水有機廃棄物”資源の減少問題に対し、代替的な“含水有機物資源”としての“藻類”を

ガス化原料として積極的に生産するといった発想でクリアーできるのではないか。 

この点、釜石市の再生産業モデルとして、ガス発酵原料の確保と、津波で塩分濃度の濃

い砂地となった農地の再利用とを組み合わせるという視点も出てくる。釜石市の 37ha の厚

さ50cmの砂地に覆われた海水浸水農地はバイオガス発電原料の陸上養殖地として蘇ること

になる。 

 人口減少・過疎化地域における最も肝心な地域プレーヤーの確保についても、イノベー

ションの発想で活路が出てくる。イノベーションの本質とされる“創造的破壊”は、日本
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では“消滅型創造”“創造的過疎”という形で図らずも実現することとなろう。 

  自然資源に恵まれながらも、農地や山林の集約化ができないわが国の現状に対し、諦観

に似た議論がしばしば交わされるが、視点を変えると「後継者不足」という問題点こそが

新たな可能性を生み出すことになる。 

  400ha の区画整理された豊かな田のある山形県コメどころの地域では、若手後継者のい

る農業者は 5 名のみであり、1人当たり耕作面積が 80ha の大規模農業となるのは時間の問

題と、前向きに捉えられている。 

 

５．「バイオガス化＆発電」事業は、こうした多様な効果を生み出すが、一方で、バイオマス

エネルギー普及上のハンディは、極めて多岐にわたるステークホルダー間の“合意形成”

が必要な点である。“含水有機廃棄物”を処理する、いわゆる“忌避施設”設置や、これま

での従事者との利害調整問題、さらに関連法律は 14 以上にも及び、関係行政組織（各府省・

都道府県・市町村）間の補助金等の調整、調和を図るのも容易ではない。 

 

ただ発想を変えると、バイオマスエネルギーを軸に据えた地域成長戦略の検討は、地域

市民が勤務先企業等を含めた利害関係者として主体的に関与していくことにつながる。そ

の過程で、複雑な利害調整を経た“合意形成”ノウハウを得る場へと転化する。 

少子高齢化・人口減少社会において、地域産業を創出する上で最も重要な地域プレーヤ

ー間の“絆”を強める絶好の機会になり得るわけである。 

 

６．行政サイドの悩みである「どうすれば民間金融を呼び込めるか？」という点に関しては、

単式簿記の思考になれた行政側と、IRR（内部収益率）といった尺度など期間損益（P/L）

と B/S をも併せ考える金融機関側の思考との間には大きな溝があることが確認された。 

 ただ行政側でも、「初期投資に対する補助金効果の切れ目が、事業継続の切れ目」という

現状多く指摘される弊害に対し、金融マン OB の力も借りるような政策も打ち出すなど、歩

み寄りの姿勢が強まっているのも事実である。 

 

７．一方民間金融機関側では、基本的には 10 年程度を超える与信には極めて慎重であるが、

従来のように、資金調達の申請があった場合に、“受身”で審査するだけではなく、長期稼

動リスクを担保する保険機能を付与するといったサービスも拡がっている。 

 さらには、再生エネルギーの市場取引価格が大きく変動する時代の到来を踏まえて、電

力先物市場などリスクヘッジできる、いわば金融デリバティブ機能への期待も強まってい

る。 

 また、免税措置もあって米国の地方公共団体の資金調達では 6 割程度を占めている「レ

ベニュー信託債」が 2011 年にわが国の第一号案件として成立しているが、市民向け小口金

融商品として期待されながらも、地方公共団体からすると金融機関借入の方が低利という

こともあり、その後が続かない。 

  ｢レベニュー債｣とは、税金や中央政府からの支援金ではなく、地方公共団体の事業収益
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で元利金を返済する債券であるが、独自の優遇税制を組み合わせている。米国に比べ優先

償還を保証する法律や優遇税制措置がないことも、なかなか普及しない理由とされている

が、連邦制の米国では産業政策とその財源確保は州など地方公共団体の役割に帰する点が

そもそも異なる。因みに、NY ヤンキースタジアムも NY 市が地域振興政策のため市民向け

に発行した「レベニュー債」によって資金が集められている。 

  産業政策もその役割となるであろうわが国での「道州制」論議においても、今後、こう

したファイナンスや優遇税制等の視点も必要となってくるのではないか。 

このような観点もあって、具体的な政策提言として、①「レベニュー信託債」普及に向

けた免税措置等の制度整備、②「レベニュー債」の優先償還権を担保する米国連邦法型の

法律制定、をあげた。 

 

８．再生エネルギーを軸とする地域成長産業創出政策に関する“事業仕分け”や各省庁間の

政策調整、あるいは 2012 年 7 月の FIT スタート後の実情や議論を通して、持続可能な｢地

元還元｣「事業採算性」の確保等をより意識した政策へと変化している。 

  また、FIT と他の補助金との重複回避や、“補助金から出資金支援へ”“当初設備投資支

援から運営収支黒字維持支援へ”といった軌道修正も行われるなど、“霞ヶ関”では政策的

な発想転換の芽も出てきている。 

  さらには、環境省の地域低炭素投資促進ファンドから補助金ではなく出資金が 25 年度予

算として計上されているが、本来的には、地方公営企業法に定める地方公共団体の対象事

業規定等の緩和措置が望ましい。なぜならば地方公営企業に対する公民からの多様なファ

イナンスを可能とし、FIT と相まって、事業採算を確保しやすくして、「再生エネルギーを

軸とする地域産業づくり」をより確かなものとするためである。ただ大きな一歩前進とし

て高く評価したい。 

   

  

 以上まとめて、日本経済調査協議会の提言「八策」とする。 

 

提言「八策」 

１． 再生エネルギー関連４大政策を契機に、真の自然資源大国・日本を目指そう！ 

 国土の 9割を占める田畑・山林を“ガス田・油田化”する技術を磨こう！ 

２． 地域成長策は“移入エネルギー地産化”による｢純移出｣増大に FOCUS しよう！ 

 1 世帯当り年間 20 万円光熱費の“地消地産”は地域成長の確かな原動力！ 

３． どの地域にもある原料で、1・２・３次産業それぞれの高付加価値化を狙おう！ 

 製造業のニューフロンティア出現、小売・サービス業もエネルギー産業化へ！ 

４． 人口減少・高齢化問題は、“消滅型創造”イノベーションの好機と捉えよう！ 

 農耕地の大規模集約化も時間軸の問題で、後継者難で確実に実現？ 

５． 地域・国全体の政策決定力を高める“合意形成”ノウハウを磨こう！ 

 南海トラフ・浜岡原発対応も“市民ファシリテーター”で臨む牧之原市に学ぼう！ 
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６．“複式簿記”尺度の共有で、“行政・産業・金融”の 3者連携を推進しよう！ 

 運営収支（P/L）黒字維持には、初期投資設備の資本勘定（B/S）構成が鍵！ 

７．民間金融機関もデリバティブなど金融機能進化の成果活用で貢献しよう！ 

 日本にも登場した“レベニュー信託債”普及の法的整備等を突破口にしよう！ 

８．“霞ヶ関”で始まった“補助金から出資金へ”の発想転換を大きな潮流にしよう！ 

 地域・市民ファンド、SPC 等に対する“国庫出資”を可能とする制度設計を目標にしよう！ 
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〔提言「八策」〕 

 

１．再生エネルギー関連４大政策を契機に、真の自然資源大国・日本を目指そう！ 

 国土の 9割を占める田畑・山林を“ガス田・油田化”する技術を磨こう！ 

 

（再生エネルギー関連 4 大政策とは） 

 

（１）再生エネルギー促進政策（FIT 制度）： 経済産業省 

‐2012 年 7 月よりスタートした「再生可能エネルギー固定価格買取制度」。従来の「初

期設備投資額に対する補助金・ 交付金」に代えて、例えば 10kw 以上の太陽光発電

の場合、税前 IRR が 6％となるよう買取り価格を設定し、20 年間にわたる将来 CF

を保証する「価格による補助金」。従って、他の政策目的による 補助金・交付金との

調和が求められる。コストアップ分は電力料金引上げによりユーザー負担。  

  ‐FIT スタート後半年間の設備認定実績は専ら太陽光発電。バイオマス発電では、木質

系 （未利用、一般の混合チップ）固形燃料燃焼の㈱グリーン発電会津の設備認定が目

立つ程度。  

‐バイオメタン発酵ガス化発電の設備認定は、小規模案件 1 件のみとされる。  

 

（２）バイオマス産業都市づくり政策： 7 府省（農林水産省中心） 

‐2012 年 9 月バイオマス活用推進会議において合意された、2020 年までに全国で概ね

60 のバイオマス産業都市（「バイオガス製造施設」と「木質バイオマス発電施設」が

柱）を構築する構想。24 年度補正予算で前倒し計上。25 年度予算にも計上。 

 

（３）地域力創造政策： 総務省 

‐「産・学・金・官」連携による人材・資金等様々な資源の地域内循環の仕組みづくり

政策。中心となる事業化案件は、木質バイオマスなどグリーンエネルギー関連。 

 

（４）地域低炭素投資促進ファンド創設政策： 環境省 

  ‐単発の大規模事業の支援にとどまらず、地域の天然資源・活力を利用した地域主導の

低炭素化プロジェクトを支援するとの考え方に立っており、社会を目に見える形で変

え、CO2 排出削減を加速化すると同時に経済再生・地域の活性化にも資する。 

‐特に出資事業は、リードタイムや投資回収期間が長期に及ぶものが多いことに起因す

るリスクが高く民間資金が十分に供給されていない低炭素化プロジェクトについて、

CO2 削減効果を審査・評価し、民間資金による投資の呼び水とすべく、地域・市民フ

ァンド、SPC 等に出資する基金を民間団体等に造成する。 

‐従来型の補助金のみならず出資の手法をも活用した制度。25 年度予算に計上。 
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（再生エネの中で、なぜ「バイオガス化＆発電」に着目するのか ） 

 

（１）他の再生可能エネルギーに比べた特質  

‐原料の“含水有機廃棄物”は、全国どの地域でも、人々の生活がある限り、農水産業

がある限り、地元の嫌気性微生物の働きによって、規模はともかく安定的な供給が想

定できること！⇒「バイオガス化＆発電」施設の 24 時間安定的稼働が可能で、事業

採算が確保しやすい！  

‐地方公共団体で大きなウエイトを占める廃棄物（下水汚泥・生ゴミ）処理事業におい

て、補助金・交付金に頼らず、有機成分の有価物化（Reuse,Recycle）やスラッジ成

分の減容化（Reduce）により、地公体財政の収支改善・再生につながる。 

‐地域内の、①農畜林水産業の「総合産業化」「5F 商品の採算化」、②小売・飲食宿泊

業などサービス産業の「燃料（Fuel）＆肥料（Fertilizer）」供給産業化、あるいは 

③製造業のニューフロンティアをもたらし、地域成長産業と新規雇用を生み出す。 

‐バイオガスでの貯蔵・備蓄が可能で、地産エネルギーとして災害対策にもなる。 

 

（２）さらに［他の再生エネルギーと同様に］  

‐どの地域でも最大需要の一つである光熱需要の自給・自賄いで、①地域の「純移出」

（「移出」－「移入」）の増大による域内経済成長力引上げ、②地域外への資金流出抑

制などをもたらす。 

 

 

２．地域成長策は“移入エネルギー地産化”による｢純移出｣増大に FOCUS しよう！ 

 1 世帯当り年間 20 万円光熱費の“地消地産”は地域成長の確かな原動力！ 

 

（なぜ再生エネルギー産業か？） 

 

‐どの地域でも最大の地元需要は光熱費！⇒3 万人 1 万世帯の電力需要は最低 40 億円（家

庭用 20 億円、業務用 20 億円）！ 

‐この地域最大需要（地消）を、他地域（外国）から買わないで、地元で供給する（地産）

ことができれば、最も成功率の高い産業となる！⇒特に、廃棄物処理で困っていた地公

体事業の下水汚泥・生ゴミや家畜し尿、水産物残渣等が、一転してエネルギー資源に転

化！ 

‐“１石２鳥”政策に！⇒24 時間稼働が可能なシステムで採算を確保し、かつ重い含水有

機物を扱うこともあり地域の雇用も生まれる！ 

‐日本最大の輸入資源（燃料：11 年で 21.8 兆円＜LNG4.8 兆円＞）の国産化⇒「純輸出」

（「輸出」－「輸入」）の拡大は、日本経済の成長率を押し上げ（GDP 増加）！ 
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３．どの地域にもある原料で、1・２・３次産業それぞれの高付加価値化を狙おう！ 

 製造業のニューフロンティア出現、小売・サービス業もエネルギー産業化へ！ 

 

（中国より豊かな日本の農林水産業資源の活用がカギ！） 

 

‐日本は、中国五行思想の説く、宇宙を構成する基本的要素「木・火・土・金・水 

（もくかどごんすい）」資源全てが豊か！？ 

‐豊かな森林（木）、起伏に富み太陽光の受容面積が広い“ナノ国土”ゆえの豊かなバ

イオマス等のエネルギー（火）、39 万 ha もの耕作放棄地が広がる土壌。水も先進国

切っての雨量で、EEZ（排他的経済水域）内の海水量も世界一。 

‐金属資源さえ、戦後蓄積してきた「都市鉱山（金や RM の絶対量は世界屈指）」のほ

か、海底の黒鉱型熱水鉱床資源も世界一。  

 

（「バイオガス化＆発電」普及に伴う地域成長産業とは?） 

 

（１）農畜林水産業の「総合産業化」と「５F 市場の採算化」  

‐農畜林水産業の 5F 市場で最も価値が低かった Fuel（再生エネ）市場でさえ、FIT で

採算乗せが実現すると、戦後の安い石油の大量輸入とともに消え去った日本の農畜林

水産業の総合産業化、高付加価値化がほぼ半世紀振りに復活する。  

 

 ○５F 商品で農水産業の高付加価値化を！ 

① Food（食料、サプリメント）   ¥200~1,500/㎏（200 円/kg＜１等米＞） 

② Fiber（繊維）      ￥100~500/kg（1,000 円/kg＜食物繊維＞） 

③ Feed（飼料・餌料）             ￥50/kg（140～180 円/kg＜魚粉＞） 

④ Fertilizer（肥料）        ￥20/kg（75～150 円/kg＜P・K＞） 

⑤ Fuel（燃料）           ￥10/kg 

○水産業は短期成長戦略が可能⇒工業技術力で高付加価値産業化を！ 

‐「水産養殖」時代の最大課題？⇒Feed（餌料）づくり技術がキーポイント！ 

○林業は中長期成長戦略で！⇒Fiber（繊維）＆Fuel（燃料）を！  

‐中国発「2015 年セルロース・クライシス」問題と紙パ原料の高騰！？  

 

（２）製造業のニューフロンティア出現  

‐機械産業（内燃機関、発電機等）：“品質均一・標準化”の化石燃料仕様から、“品質不

均一”のバイオ燃料仕様に向けた「プロダクト・イノベーション」「マテリアル・イノ

ベーション」が進展！  

‐日本お家芸の機械小型化：大量処理による生産効率化の工業（塗料素材のナノ化）向

け用途で開発された、米国製「ナノグラインダーMILL」の小型化など「プロセス・

イノベーション」の進展！米国 DARPA 主導のウェアラブル IT 用発電機（ウルトラマ
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イクロガスタービン）等の開発戦略に学ぶ！レアメタルなどの低コストナノ化技術普

及で、“蓄電池革命”も進展！  

 

（３）サービス産業（小売業、旅館宿泊業等）の省エネ・再生エネ（自給）産業化  

‐日本一の年商 2,700 億円を誇り、灯油販売価格の決定権を握る「コープさっぽろ」

では、エネルギー事業子会社を通じて、多様な再生エネ事業を展開中。食品残渣か

らのメタン発酵ガスに伴い発生する“液肥”の農家への無償提供と野菜の買上げと

いう循環も構築済み。  

 

 

４．人口減少・高齢化問題は、“消滅型創造”イノベーションの好機と捉えよう！ 

 農耕地の大規模集約化も時間軸の問題で、後継者難で確実に実現？ 

  

（シュンペーターの「5 つのイノベーション」で考える！ ） 

 

（１）5 つのイノベーションと農林水産業への適用？ 

‐プロダクト・イノベーション（新製品・新商品開発）： 

• 工業技術の応用、３R での廃棄物レス・全有価物化 ⇒ 農工技術が

重要！ 

‐プロセス・イノベーション（工程・物流改革）： 

• 腐敗しやすく重量物の最適物流化、残渣の現地加工製品化、燃料バイ

オマスマップ DB 化 ⇒ 物流・IT が重要！ 

‐マテリアル・イノベーション（素材革命）： 

• 特に工業用バイオ素原材料（医薬・健食・化粧品、化学品、バッテリ

ー・セパレーター用繊維）開発 ⇒工業技術が重要！ 

‐マーケット・イノベーション（市場創出）： 

• 輸入代替、新市場創出（工業用素原材料）、輸出市場開拓 ⇒ 商・金

融が重要！ 

‐システムズ・イノベーション（仕組み作り）： 

• 総合・カスケード利用の“場”作り、「○○バレー」「○○クラスター」

作り  

 ⇒ 金融・行政（商工会議所）・商・マネジメント力ある企業が重要！ 

 

（２）5 つのイノベーションでは、特にシステムズ・イノベーション（その場が“シリコン

バレー”＜米＞や“フードバレー”＜蘭＞）が鍵！  
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５．地域・国全体の政策決定力を高める“合意形成”ノウハウを磨こう！ 

 南海トラフ・浜岡原発対応も“市民ファシリテーター”で臨む牧之原市に学ぼう！ 

 

（「バイオガス化＆発電」普及の政策的な課題 ） 

 

（１）“忌避施設”としての地域住民の合意形成  

‐特に廃棄物処理に関しては、地域のステークホルダー（市民、企業など）の合意形成

が鍵！  

‐静岡県牧之原市では、４～５年をかけて確立した「市民ファシリテーター」制度を介

して、浜岡原発問題など、あらゆるテーマに関する意見集約ができる場を構築。市内

有力企業の会議室を利用し、企業をも巻き込んだ合意形成システム。 

‐“忌避施設”たる一般廃棄物処理場とリンクする「バイオガス化＆発電」施設に関して

も、「地域成長戦略は再生可能エネルギーを軸に考える」との合意形成がポイント。  

 

（２）関係行政組織（各府省・都道府県・市町村）間の補助金政策等の調整・調和 

‐市町村自営事業たる下水汚泥（国交省）・一般廃棄物（生ゴミ＜環境省＞）処理：国庫

支援策？ 

‐都道府県の民間処理業者認可事業たる産業廃棄物（環境省）処理：国庫支援策？ 

‐「複数廃棄物」（市町村自営事業＋都道府県認可事業等）の混合ガス化事業は高いハー

ドル？  

 

 

６．“複式簿記”尺度の共有で、“行政・産業・金融”の 3 者連携を推進しよう！ 

 運営収支（P/L）黒字維持には、初期投資設備の資本勘定（B/S）構成が鍵！   

 

（バイオマス発電事業における資金調達の特徴等） 

   

‐バイオマス事業者の主体が地公体なのか、あるいは民間会社なのかによって、それぞ

れ手法が異なる。民間委託の程度がずっと高まるとＰＦＩに移行し、返済原資が特定

の事業であればレベニュー信託債等、あるいは一般財源と考えれば地方債、といった

違いがある。 

‐ここでＰＦＩには、大別してサービス購入型と独立採算型の２つがある。サービス購

入型では、設備のオペレーションでかかってくる維持費・管理費等が地公体の負担に

なっているため、期中、地公体の負担が拡大するリスクがある。ＰＦＩファイナンス

の事例ではサービス購入型のほうが多いが、地公体の財政改革に寄与することを主目

的に置けば、やはり純粋に独立採算型で民間に全部任せるほうがいい。 

‐ＰＦＩにしろレベニュー信託債にしろ、キャッシュフローが引けるかどうかがポイン

トになる。 
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（地公体の見方） 

 

‐地方債になると事業体リスクではなく地公体リスクも出て来る。地公体向けの貸出は、

最終的には地方交付税、地方財政計画その他を含め、格付の視点では地公体リスクは

国リスクとほぼイコールとみられる。ただ、地公体ごとに、自主財源比率、経常収支

比率、公債費負担比率といったミクロの信用力要因もある。さらに地公体の場合は、

下水道事業は公営事業として独立採算が前提であるが、やはり不足するということで、

その場合には普通会計から繰出金として拠出される仕組みになっている。従って、各

地公体が下水道事業をやるにあたって、普通会計からどれだけ利益補てんを受けてい

るかということが、地方それぞれの財政内容を見るときのポイントとなる。 

 

（国庫支援策＜「補助金・交付金」か、「出資金」か＞と「民間金融」との組合せ ） 

 

‐国・地公体ともに財政難の下、 “価格による補助金” FIT を活用しつつ、民間資金を

呼び込みやすい他の政策目的での国庫支援策は、公民連携の PPP スキーム等におけ

る地公体等事業主体向け「出資金」がなじむ？  

 

 

７．民間金融機関もデリバティブなど金融機能進化の成果活用で貢献しよう！ 

 日本にも登場した“レベニュー信託債”普及の法的整備等を突破口にしよう！ 

 

（「委託処理契約」とは？） 

 

‐地方公共団体向け委託管理システムでは、米国発の機械保険や利益保険、さらには企

業費用・利益総合保険などに特徴がある。現在は、日本の損害保険会社もこの市場に

参入している。 

 

（レベニュー債信託導入の背景、目的、効果） 

 

  ‐日本発のレベニュー債信託導入の背景としては、もともと茨城県の財政が非常によく

ない状態にあり、いろいろな財政状態を示す地公体の指標では、例えば平成 21 年の

外郭団体負債が全国ワースト４位、公営事業会計繰入が全国ワースト２位、債務負担

公費支出予定が全国ワースト４位ということで、財政が非常に厳しい状態にあった。

導入目的の一番大きいものとしては、茨城県が第３セクターへの貸付者である金融機

関に対して損失補償をしていて、これは隠れ債務というか、債務認識されると非常に

大きい金額になるので、この部分の損失補償残高を、今回のレベニュー債導入によっ

て劣後ローンだけに圧縮することにある。これに取り組んだことにより、約 150 億円

の債務保証が 45 億円の実負担額に圧縮され、この点が茨城県にとって非常に重要な
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ところである。 

‐このように損失補償に関わらない資金調達を実現したり、外郭団体の自立的運営の確

立につながっているが、環境保全事業団としての活動自体は、銀行借入れをしていた

ときとレベニュー債を導入したときとで大きくは変わっていない。そうした中で、導

入の効果として、従来は地元の住民との合意で事業団の運営期間は当面 10 年というこ

とであったが、今回のリスケによって 24 年の資金調達が実現し、事業団が緊張感をも

って自律的な施設運営を行うメリットも見込めるということで、地元住民とも 10 年を

超える期間の事業運営について合意に達している。 

 

（「レベニュー信託債」の特性 ） 

 

 ‐同様な地公体関連事業ファイナンスたる PFI との本質的な差？  

・PFI（コンセッション方式）の業務の損益主体はスポンサー企業（Equity<資本金＞  

部分も負担）  

・「レベニュー信託スキーム」の業務の損益主体は地公体等事業主体（「資本」部分も負

担） 

⇒ これまで「資本」部分は、地公体自身が資金調達（地方債、銀行借入）し拠出す

る「出資金」「劣後ローン」で対応。  

⇒ 地公体等事業主体への国庫支援「出資金」の選択肢が加わることで、再生エネル

ギーの普及促進を目的とする各種政策が、金融機能面でつながり、調和するのでは

ないか？   

⇒ 地公体関連事業である「バイオガス化&発電」施設に対する民間金融機関等のフ

ァイナンス審査目線でも、国庫支援「出資金」は、従来の国庫支援「補助金」の実

態的な B/S 資本比率押上げ効果に加えて、政府の“透明なガバナンス”をも期待で

きるのではないか？  

⇒ 地公体等事業主体の「資本」部分に、国庫支援「出資金」をセットされることで、

本施設の期中不操業リスク等のラストリゾートが明確となり、「レベニュー信託債」

組立ても容易に。  

 

（「レベニュー債」普及の条件） 

 

（１）地公体による資金調達ゆえ地域のインフラ整備（病院、道路、発電所等）、ないし地

域産業振興につながるプロジェクトであること！ 

‐NY ヤンキーススタジアムのような市民参加型のプロジェクトファイナンスの場合、

市民自身が考え出し、合意形成したプロジェクトに自分達のカネも出すだけに、“「プ

ロジェクト成功」と｢金融｣の好循環”が起こる！ 

 

（２）事業採算性、経済合理性のあるインフラやプロジェクトであること！ 
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（３）地公体関連事業からの収入を償還原資とするだけに、事業の不操業リスク等のラスト

リゾートとして国庫「出資金」が組み込まれることは、多面的な効果がもたらされる

「レベニュー信託債」普及に資するのでは？ 

   

（なぜ米国で｢レベニュー債｣が発達したのか？） 

 

（１）連邦制国家（「United States of America」）ゆえ State は主体的な産業創出競争の要 

  ‐事業・産業創出にも、中央政府支援（補助金・交付金）はなく、税収増加政策や主体

的資金調達が必要。大恐慌時の連邦政府資金を使ったニューディール政策は稀有な事

例。 

 

（２）State（州）、Municipal（市町村）の資金調達に関しても、公共事業性、事業採算性

双方の条件を満たす必要の「レベニュー債」が発達 

‐「パルパ法（Public Utility Act）」により、公共インフラの電力も地元の民間発電企  

業からの購入義務（「地産地消」モデル）が課せられているが、同時に、その資金調達

は「レベニュー債」に依存する関係。 

 

（３）「レベニュー債スキーム」のうち、地公体自身の拠出部分は０％（民間 100％）～100％

と多様 

‐NY ヤンキースタジアムの場合も、NY 市は名前のみ出し、市民を含めた民間資金が

100％。  

 

（４）日本企業の 1970 年代後半からの対米進出時にも「レベニュー債」をフル活用 

‐自動車や食品企業は、州政府と交渉し、「レベニュー債」（固定金利、免税、銀行も即

引受け）を多用した資金調達（親会社は劣後部分＜当初 30％程度＞を負担）で、設備

投資を実行。  

 

 

具体的な法的整備提言 

 
（１）「レベニュー信託債」普及に向けた免税措置等の制度整備  

  ‐米国でも、免税措置や固定金利制が普及に大きく寄与。 

（２）債券保有者への優先弁済権を認めた米国連邦法型の法律制定  

  ‐日本では「エコフロンティアかさま」で唯一実績のある「レベニュー信託債」は、既

存法に基づく契約規定や信託制度活用などにより事務コスト高となっている。普及に

は、米国のような法律制定が望ましい。 
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８．“霞ヶ関”で始まった“補助金から出資金へ”の発想転換を大きな潮流にしよう！ 

 地域・市民ファンド、SPC 等に対する“国庫出資”を可能とする制度設計を目標にしよう！ 

 

（“霞ヶ関”での発想転換とは？） 

 
（１）環境省の「地域低炭素投資促進ファンド」（25 年度予算計上）や農林水産省「6 次産

業ファンド」 

⇒従来の「国庫補助金」ではなく、採算性のある事業を前提とする｢国庫出資金｣

制度なのが大きな特徴！ 

      ⇒特に、従来型の、返済を前提とせず短期的効果しか生まなかった補助金では

なく、ビジネスとしての低炭素化プロジェクトを出資の形で支援するという

社会を抜本的に変えていく継続的な力を持つ制度を、地球温暖化対策税と組

み合わせたトータルな仕組みとして構築することには、大きな意義がある。

また、“関係者間の配分で消えていく”嫌いのあった補助金から、低炭素社会

実現、地球温暖化ガス削減効果のある“事業主体”の B/S 上の資本勘定（な

いし劣後ローン勘定）にしっかりと表示され、従って、国民がモニターでき

る形で「可視化」されたことの意義は極めて大！ 

 

（２）WEDGE での“補助金 4 重取り”批判 

⇒経産省の価格算定委員会での“2 重取り”回避への運用変更！ 

 

（３）初期コスト重視からランニング収支重視へ 

      ⇒初期投資コストの「国庫出資金」での支援策⇒ランニング収支へのモニタリ    

ングが可能化！（金融機能の｢5 つの機能｣が確保される！） 

      ⇒「審査、資金調達、担保・保証、モニタリング、資金回収」全ての機能を発

揮できる公的支援策。かつ融資のような金融機関との２者間の相対関係でな

く、株主や債権者全てに対するディスクロージャー（“透明性”）を伴い、市

場原理が働くスキーム。 

 

 

具体的な制度整備提言 
 

○地域・市民ファンド、SPC 等への国庫「出資金」可能とする制度設計  

    ‐この制度設計により、国庫「出資金」をセットされた関連事業は、FIT と相俟っ

て事業採算を確保しやすくなり、確かな「再生エネルギーを軸とした地域成長産業

づくり」に資することとなる。 



 

 

 

 

 

 

 

 

第Ⅱ部 具体的な地域ビジョン「八策」 
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〔要 旨〕 

 

 提言「八策」を推進、実現する現場として、多様な地域の産業構造などを踏まえ、地域ビ

ジョン「八策」として示した。 

 

 政令指定都市の静岡県浜松市は、市町村合併により、佐久間ダムからの天竜川流域の広域

下水道網を抱えており、かつ下水道特別勘定の資金調達残高は 2,000 億円規模にも達し、し

かも現在も毎年赤字事業採算を普通会計から補填される構造にある。 

全国で上下水道インフラが更新投資期限に相次いで達しているが、目前に迫った大幅な人

口減少時代において、現状規模での更新投資が可能なのかどうかが問われている中、浜松市

の下水処理事業を再生エネルギー燃料の供給現場とした場合の事業採算性をとりあげてみた。 

この場合、米国製の「有機物ナノ化グラインダー」によるカロリーの約 9 割をガス化＆発

電できるとして、かつ FIT 利用という前提に立つと、初期投資額約 70 億円は、期間収益で約

6 年弱(建設期間を入れると 8年)での償還が可能（IRR18.5%）と試算される。 

 

  静岡県牧之原市は、スズキや矢崎総業など自動車関連製造業が主力産業の中規模都市であ

り、しかも浜岡原発の 30km 圏内に立地し、原発に変わる大規模電源を確保しなければ、製造

業基盤も維持できないという環境にある。 

 このため、「原発再稼動問題」をはじめ、「原発代替エネルギー問題」「今後の地域成長戦略

をどう考えるか」、さらには「南海トラフ大地震にどう備えるか」等々、市民や地域企業との

間での各種“合意形成”が待ったなしとなっている。こうした状況下、“忌避施設”たる一般

廃棄物処理場とリンクする「バイオガス化＆発電」施設に関しても、「地域の未来は再生可能

エネルギーを軸に考える」との考えから、米国製の「有機物ナノ化グラインダー」による実

証データを踏まえ、検討する方向にある。 

 24 年度補正の｢バイオマス産業都市構想｣公募にも採択された機を捉え、“油分”が多くペ

レット化が難しいお茶の木剪定屑も、“木質系未利用・廃材活用”の「オイル精製プラント」

によって処理可能かどうかトライする計画である。 

 

 岩手県釜石市では、塩分を含んだ木質系震災ガレキ処理のボイラー発電には既に着手して

いる。この過程で、塩分により 2～3年で腐食する部分だけを取り替えられるボイラーを導入

している。一方、汲み取り屎尿や、畜産屎尿、魚残渣など“含水有機廃棄物”処理は全く手

付かずの状況にあるため、津波で流されてしまった、数年前に大成建設と試験した際のガス

化データを同社から取り寄せることで、その賦存量の把握を始めた段階にある。 

 現在の釜石市の復興に向けた最大の難題の一つは、海水により浸水し厚さ 50cm の砂で埋ま

っている農地 37ha の利用法である。塩分を含んだ海草のガス化に問題はないことから、この

農地でのガス化用“藻類”の陸上養殖の可能性検討も視野にある。 
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 生活協同組合の｢コープさっぽろ｣は、灯油の全国的なプライスメーカーとして、逸早くエ

ネルギー産業の一角を占めるプレーヤーとしての立場も形成してきた。これまでも食用廃油

をポイント制度をも活用して年間約 70 万 L 回収しており、それから精製した BDF を使い 350

台の配達車全部の燃料を賄っている。1 企業としては世界最大規模としてギネスにも登録さ

れた。 

 再生エネルギー事業に関しても、自社店舗から出てくる野菜屑など“生ゴミのガス化”お

よび“液肥の農家への引き取り”といった循環型事業モデルの研究・実践を進めてきた。同

時に自社の省エネ店舗の構築など、省エネや最適な電力調達モデルなどについても実践して

きている。 

2012 年 7 月からの FIT 制度スタートを契機に、いわば｢サービス産業の省エネ・エネルギ

ー産業化｣モデルを目指し、一気に全面展開を始めている。帯広で FIT 利用による 2MW の太陽

光発電を立ち上げているほか、酪農大学との連携でガス発酵効率引上げの技術研究、あるい

は NEDO や北海道ガスとの協力で、畜産屎尿ガス精製による「メタンガスの市場性」確認など

も進めている。 

ここでのデータ取りから、メタンガス販売価格は、FIT による電力買上げ価格との間で、

十分に「価格裁定」が働くとの知見も出てきている。また、地元の製造メーカーとの間で、

高圧ガス取り扱い資格を必要としない｢低圧ガスボンベ｣という新しいガス貯蔵・輸送手段の

開発も手がけている。 

さらには、省エネ店舗や太陽光発電事業のための資金調達方法として、組合員を対象とし

た｢コープ債｣を発行しているが、募集額に対し数倍の応募申し込みがあり、断るのにも苦労

するといったうれしい悲鳴となっている。 

こうした環境貢献意識の高い主婦女性層から圧倒的な支持を得る金融商品が日本にも存在

するという事実が、全国一の売り上げを誇る北海道の生協から発信されている。 

 

 鹿児島県指宿市の先端医療施設では、全国的にもまだそれほど普及していない“重粒子陽

子放射線”を使った先端医療を行っている。これは、海外での競争力をも備える「“内視鏡”

診断・治療技術」と並ぶ、日本の得意とする先端医療システムである。㈱新日本科学という

動物試験を本業とする地元企業のオーナーの熱意と、粘り強い地元関係書に対する“合意形

成”によって立ち上がった。地元金融機関の強い支援策があって成功したモデルでもある。 

 再生エネルギーでは、「温泉地・指宿」の膨大な地下マグマ資源を、NEDO の全面的な協力

を得て活かすモデルである。 

 “メディカルツアー”客という「海外からの交流人口の補足」と、最大の地元消費財であ

る“エネルギーの自給”による「地域の富の流出抑制」という、今後の日本の地域成長戦略

の鍵を握る具体的な｢再生エネルギー産業都市｣モデルとして取り上げたい。 

 

 千葉県銚子市の農事法人では、“首都圏東京”の後背地として、全国一の野菜生産、畜産、

水産水揚げという農水産業を誇る千葉県に位置し、毎日大量のテーマパークや“霞が関”か

らの食物残渣処理を引き受けている。首都圏の、こうした“含水有機廃棄物”処理料は全国
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的にみても圧倒的に高く（1kg 当り処理料：関東圏 15～30 円、他地域 2～10 円程度）、この

処理事業だけで十分に採算の高い状況にある。 

 こうした中、再生エネルギー産業立ち上げという観点もあって、産業廃棄物処理をも手が

けるこの農事法人では、安定的な稼働率が得られない太陽光発電に比べて、大消費地からの

集めうる原料さえ確保できれば 24 時間稼動も可能な“含水有機廃棄物”ガス化＆発電システ

ムに着目して、「バイオマス産業都市」構築を目指している。 

 このシステムの難点は、これまでの農事法人の事業規模に比して初期投資額が大きいとい

う点である。民間金融機関等の審査に対しこの問題点をクリアーすべく、本業である廃棄物

処理からの豊かなキャッシュフローを前倒しで切り出すことで、産業物処理事業と再生エネ

ルギー事業のシナジーが働くような「システムズ・イノベーション」を進めている。 

 

 青森県深浦町は、世界遺産白神を舞台とする、豊かな水・森林・海資源に恵まれた一方で

少子高齢化・過疎化が進む、人口が 1 万人に満たない典型的な小規模都市地域である。農産

物の“鳥獣被害”も目立つ中、地域市民の心の中に、再生エネルギーも含め自然資源を活用

した真に持続可能な地域社会が展望できる“火”をともす｢バイオマス産業都市構築｣の模索

が始まっている。 

 

 各地の畜産事業地域を対象に、これまで最もガス化が難しいとされてきた鶏糞と比較的や

さしい牛屎尿に分けた上で、そのガス化発電事業の採算性を試算し、具体的な「バイオマス

産業都市構築」の可能性を現在検討中である。 
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〔地域ビジョン「八策」〕 

 

一．政令指定都市型：静岡県浜松市モデル 

 

 市町村合併で 80 万人を超える人口に達した浜松市は、自動車関連産業が有名であるが、

佐久間ダムの水資源、天竜の杉林資源などにも恵まれ、バイオマスタウンの認定を受けてい

る。財政面では、歳入の 4 割を占めている地方税が減少してきている。歳出においては、公

営事業への補助が含まれる補助費等+繰出金は横ばいで推移している。 

地公体の場合は、下水道事業は公営事業として独立採算が前提であるが、やはり不足する

ということで、その場合には普通会計から繰出金として拠出される仕組みになっている。従

って、各地公体が下水道事業をやるにあたって、普通会計からどれだけ利益補てんを受けて

いるかということが、地方それぞれの財政内容を見るときのポイントとなる。 

浜松市の場合、人口は横ばいであるが、繰出金のうち、下水道が 2 割ぐらいを占めており、

下水道事業で地方債を出している。残高は 2,000 億円程度であり、総収入 150 億円と比較し

ても大きく、普通会計から繰出金で負担している率がどんどん上がっている。 

浜松市の財政健全化を考えると、この部分について新規に地方債をどんどん出していいと

いう余地は小さいといえる。何らかの形で下水処理事業を発電事業につなげて、下水処理事

業費用負担を軽減することが喫緊の課題と解される。 

 
浜松市内には、下水処理場が 11 カ所ある。浄化センターという集約センターはあるが、

これは県の保有になっている。横浜市等でやっているように回収プロセスの集約化が課題で

あり、また、下水処理施設、汚泥、発電機の事業範囲をどこまで網羅するのかということに

よって、キャッシュフローは全く変わってくるので、この辺を整理する必要がある。 

浜松市のモデルを PPP 方式のうち、「ＰＦＩ方式」で考えると、浜松市に初期投資の負担

は発生せず、発電事業の業績のぶれも民間企業が負担するということになる。汚泥処理費用

が削減されることになる。「レベニュー信託債」のスキームにおいても、汚泥処理費用の削減

効果は同じであるが、初期投資負担が浜松市にかかってくる。ただ、この商品がうまく地域

に根差した方々への運用商品という形で提供できれば、一つの地域貢献として大きな効果が

あることになる。 

 

因みにパイプラインにつながっている 62 万人分の下水、31 万ｔ/日をガス化発電した場合

の発電出力を計算すると、5,000kw で投資総額 70 億円となり、年間収益が約 13 億円出るた

め、当初建設期間の 2 年を入れて 8 年程度で設備償却が可能な計算となる。 
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一．製造業主力中規模都市型：静岡県牧之原市モデル 

 

静岡県の中でトップのお茶産地でもある牧之原市は、御前崎港の近くにはスズキの生産工場が

ある。北米向け輸出用に平成 19 年に工場を造り、20 年から稼働したところリーマンショックで

生産量がガタンと減り、スズキはついにアメリカ向けをやめてしまったということで大変苦戦し

ている。スズキの荷物を中心とした車の輸出のほか、コンテナの輸入・輸出が中心の御前崎港で

あるが、最近では、東南海・南海の大地震も懸念されるということで、震災時の防災拠点として

も位置づけられている。 

 

 牧之原市では、バイオマスタウンの認定を受け、また一般社団法人静岡県環境資源協会との

間で現在一般廃棄物処理計画を改定中であるが、この生ゴミや下水汚泥を含めた“含水有機廃

棄物”の高効率ガス化発電システムを、浜岡原発の30km圏内に属する周辺地方自治体との連携

で確立し、かつスズキや矢崎総業、原発関連企業など市内製造業のニューフロンティアを切り

拓くべく、バイオマスエネルギーを軸とした産業都市づくりを計画中である。 

 

 牧之原市は、西原市長自身が若い時代下水処理会社で種々の経験を積まれ、これまでの３次に

わたるわが国の“含水有機廃棄物ガス化”ブームがことごとく失敗に終わった原因が、そのガス

発酵効率の低さに起因するとの知見をお持ちの地方自治体である。市議会でも浜岡原発「永久停

止」決議をしており、地域の未来は再生可能エネルギーを軸に考える方向を明確に打ち出してい

る。 

  

こうした状況下、米国製の“含水有機廃棄物”のナノ化装置の登場で、FITの認定発電設備（

メタン発酵槽+ガスパック+発電機）での消費電力を大きく上回る、従って39円/kwh(税抜き）で

の固定価格買上げ対象電力が生まれる、ガス発生効率の飛躍的向上が実現しつつある。従って、

24年度補正で前倒し公募となった｢バイオマス産業都市構想｣策定が採択されたこの機を捉え、地

方自治体事業の“含水有機廃棄物”処理事業を、持続的な事業採算を確保できる新たな産業とし

て確立することを目指している。 

 

特に再生可能エネルギーと経済産業省との関係では、恒設型の海洋再生可能エネルギーとし

て、牧之原市と御前崎市の防波堤を利用した「越波式発電システム」（2012年9月、NEDOの研究

事業に採択）が全国初の事例として計画されているが、漁業組合との調整において、FITからの

収益を漁業組合に帰属させるアイデアなど、後継者難で持続性が危ぶまれる漁業組合の持続的

経営を展望する構想をも、極力本構想に織り込む方向である。 

 

こうした忌避施設建設や漁業権保障等の問題解決に不可欠な、地域の“ステークホルダー”

との合意形成というソフト面でのノウハウを、地方自治体のトップランナーとして構築してい

る牧之原市であるだけに、本モデルが日本全体の知見として情報発信されるよう期待されてい

る。 
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一．被災地再生中核都市型：岩手県釜石市モデル 

 

釜石市では、｢バイオマス産業都市｣のイメージとして示された絵の中にあるものは、これまで

ほとんど取り組んできている。例えば未利用資源として木質バイオマスの発電施設であり、また

バイオガスについても、これまで大成建設とメタン発酵の技術を活用した発電の共同研究を３年

間やってきた。なぜ大成建設なのかというと、釜石に海洋バイオテクノロジー研究所というもの

があり、そちらのほうに大成建設が入っており、さまざまな微生物菌類を活用した事業、あるい

はその研究をしており、それらの縁で、これまでずっとやってきた。 

 

今次震災でこのガス発酵に関する資料全てが流されたが、奇跡的に大成建設とガス化をやった

際の震災前の賦存量調査が大成建設の本社に残っていたので、これを取り寄せることで賦存量が

わかった。 

 2012 年末に経済産業省から、ガス化に関する税抜きでの 39 円の買い上げ部分は、消費電力は

差っ引いて、その上で余剰がないと買い上げないという方針が出された。このルールを踏まえ、

「メタン発酵槽+発電機設備」の部分と、その「前処理」の部分、それから「後処理」の部分、

これらを分けたうえで設備費用がどのくらい掛かり、各部分での消費電力を計算して、FIT を適

用した場合の収支計算をした。結果、日量 97t の廃棄物処理で約 1,260kw の発電出力となり、15

億円程度の初期投資額に対し、浜松市並みの 6年弱で償却可能との試算となった。 

 

比較的短期間で償却可能な理由は、メタン発酵槽と発電機での消費電力の大きさが、「発酵槽

で９、発電部分で１」との関係にあるが、ガス発酵の速度が速いということはタンクの大きさも

従来の約 10 分の１になるということにつながり、余剰電力が非常に大きくなるというためであ

ることがわかった。 

 

震災により、もう一回漁業集落排水を造るとか、もう一回農業集落排水を造るとかといったこ

とはできなくなっており、行政としてはもうお手上げの状況にある。こういった新しい技術を使

って、安価に、しかも効率的で、安全に処理できるようなものが期待されている。分散型のエネ

ルギー、あるいは分散型の処理、そういったタイプのものが、これからは被災地だけでなく、海

外でも通用するのではないかとの指摘が聞かれる。 

 

 

一．生活者組合主体都市型：「コープさっぽろ」モデル 

 

｢コープさっぽろ｣では、エネコープというその 100％関連会社が、灯油を年間 90 億円ぐらい

販売しているほか、メガソーラーやバイオガスプラントも建設中で、BEMS も HEMS も PPS

も全部やる方針にある。１つだけ取り上げて何かやろうとしてもだめだとして、BEMS も

HEMS も PPS もメガソーラーもバイオマスも全部、エネルギー全体として解決していく方針

にある。 
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 バイオマスプラントを民間の事業主体としてやっている最大の理由は、出てきた液肥はどうす

るのかといったときに、農家の方に受け入れられなければふん詰まりになってしまうので、うま

く循環させるためである。液肥を使ってくれると、その野菜は「コープさっぽろ」に買い上げて

もらうことになっており、｢コープさっぽろ｣では年間数百億円の農産物売上げとなっている。農

家としては買い取り約束みたいな形となっている。 

 

 ｢コープさっぽろ｣グループとしては、年間 70 万 L のバイオディーゼル（BDF）を使って 350

台の配達車を動かしている。１年半ほど前に 350 台も BDF で車を動かしている企業は世界中に

はないということでギネスに認定されている。BDF とバイオガスのデュアルで動かしており、ま

たBDFをつくるときに出て来るグリセリンをバイオガス発酵槽に加えて発酵量を増やしている。

糞尿と生ごみで２～３倍に稼ぎ、さらにグリセリンを加えてすべてのものをしゃぶりつくして、

ガスの発生量を増やすことで効率を上げている。 

 

メガソーラーについては、組合員からメガソーラー債という債券を募集しており、それで賄お

うとしている。組合員でマンション住まいの方は、ソーラーにかかわりたくてもかかわれないと

いう声があったので、それも含めてソーラーの債券に参加してもらうとメガソーラーに参加でき

るということで、募集を始めた。2011 年に、CO2 の少ない省エネ型の店をつくろうとして 10 億

円の債券を募集したところ３日間で 22 億円集まり、あとは謝って断った経緯がある。今は組合

員の意識が高いので、ペットボトルにてんぷら油の残りを持って来てもらうと１ポイントつくが、

今 70 万 L 集まっている。これがあるので世界一の BDF の企業になれたのであるが、まだ増えて

おり、どうしようかというぐらい集まっている。そういう取り組みをすると、今の主婦の皆さん

は非常に意識が高いので、参加するような道が開ければとどっと来るように思われる。そういう

ことを企業として、もちろん技術開発もするが、金融の皆さんの力も借りて、組合員、または一

般市民が参加できるようなビジネスモデルをどうやってつくるのかということが非常に大事で

ある。 

 

例えば出ていく液肥を農家に買い上げてもらう代わりに、その液肥で育てた野菜は必ず買い取

るという関係を構築し、出口をつくる。できれば国全体の仕組みとしてその辺が回るような金融

を含めたシステムができればいいと考えているが、精々何百億円かの野菜なり食品を仕入れる範

囲で限られているので、そういうことが農家に対しても保障されればもっと進展するだろう。 

 

 

一．先端医療施設主体型：鹿児島県指宿市モデル 

 

鹿児島県は我が国有数の畜産県であるほか、特産の芋焼酎生産が盛んであること等から、

従来から家畜糞尿や焼酎かす等の処分が課題とされてきた。このため、バイオマス発電振

興のための可能性が潜在的には高いと考えられているが、家畜糞尿は鶏糞を除き、すでに
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肥料用途にほぼ 100％用いられているほか、2000 年代半ば以降の焼酎ブームの折に海洋投

棄を禁止された焼酎かすについては、ブーム時に処理施設の増設が相次いだことから、ブ

ーム終焉後はこれらの処理施設で十分処理ニーズが充足されるに至っている。現実には「家

畜糞尿や焼酎かすを原料とするバイオマス発電の動きは、少なくとも現段階では限りなく

ゼロに近い」（県農政部）のが実情である。 

 

そうした中にあって、再生可能エネルギーを用いた地域振興の具体例としては、民間ベ

ースで全国第一号となる地熱発電と癌の粒子線（陽子線）治療という先端医療を組み合わ

せたほか、治療時の滞在が可能なリゾート施設も「統合医療」の一端として取り込んだ施

設を作り、既に地域振興に貢献しているプロジェクトが存在する（指宿市の「メディポリ

ス指宿」）。同プロジェクトは、鹿児島の(株)新日本科学の代表取締役社長である永田良一

氏が私財をつぎ込んで実現してきたものであるが、元々は買い手のいない旧年金保養施設

「グリーンピア指宿」を地元指宿市からの強い要請もあって 6 億円で買収したのが端緒。 

その後、東京ドーム 77 個分という広大なリゾート跡地を再生するために医師でもある

永田氏が計画したのが癌の先端治療法である粒子線治療のための施設とのシナジー効果を

働かせることであった。 

 

わが国でも数少ない（「メディポリス指宿」は 8 番目）粒子線治療施設の建設は巨額投資

（150 億円以上）を伴うことから、その導入は困難を極めたが、永田氏が私財を投じリス

クを負担したほか、鹿児島銀行をはじめとする金融機関のサポートが得られたこと、また

当初は疑心暗鬼であった地元住民に対し、30 回弱に及ぶ真摯かつ粘り強い説明会の開催に

よって情報開示に努めた結果、了解が得られるに至ったこと、また、関西から粒子線治療

のエキスパートである医師の招聘に成功したこと、等により開業にあたっての難局を一つ

一つ打開できた。既に 2 年前から治療・研究活動が開始され、今日も順調に運営されてい

る。 

 

また地熱発電に関しては、元々指宿地域は九州電力（株）の山川地熱発電所が稼働中で

あるなど、潜在力のある地域であるが、広大な「メディポリス指宿」の敷地を調べたとこ

ろ、その一部の地下に強力なマグマが存在することが判明、NEDO からの補助金で井戸を

掘削、また発電電力全量を FIT を利用して九州電力（株）へ売電し、他方で安価な電力を

購入して「メディポリス指宿」の消費電力を賄うことで地熱発電のために設立した関連会

社の経営安定化を図ることとしている。 

 

このように、「メディポリス指宿」は地熱発電という指宿の地の利を活用し、最先端医療

やリゾート施設を組み合わせて地域振興を図る画期的なプロジェクトであるが、他地域に

おける再生可能エネルギーを活用した地域振興策と比較すると、①(株)新日本科学の永田

社長という先見性を有するリーダーの個人的力量に依存する部分が大きく（とりわけ資金

コスト負担）、また②銀行借入れに当り地元地銀等の積極的応需があった点もプロジェクト
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の成功に大きく寄与しており、資金計画において「レベニュー信託債」発行の検討や、地

公体の出資や金融機関の融資を巡り交渉がしばしば難航する惧れのある他地域のプロジェ

クトに比較すると、かなり幸運に恵まれたプロジェクトとも評価されよう。 

 

 

一．大消費地農事法人主体型：千葉県銚子市モデル 

 

  テーマパークから１日 20 トン出る食品残渣や皇居等の生ごみ、剪定くずなどが銚子市にあ 

る農業事業法人に運び込まれており、これをガス化・発電という形で次のシステムに組む計画

が進んでいる。 

 

この農業資源活用生産組合は、もともとは食品循環として生ごみ等から堆肥をつくり、野菜

生産の土壌を地域に還元することを目的にスタートしたが、再生エネルギーの側面が注目され

るようになった機会を捉え、当組合で持っている遊休地５万坪ほどを使い、まずそこに太陽光

発電のパネルを設置しようという取組みでスタートしている。 

太陽光発電の事業収支計算をしていく中で、日照時間の問題に直面した。銚子の場合は気象

台発表で年間 2,000 時間ぐらいの日照時間が得られるのだが、実際にそれがきちんとした形で

収益計算に反映できるかというと疑問である。自然任せなので、初期投資をして、このぐらい

の収益は見込めるということを勘案したとしても、実績は締めてみないとわからないというこ

とである。何か別の方法論で再生エネルギーを活用しながら地域に貢献していけないかと考え

たときに、バイオガス発電と出会い、それからはバイオガスを中心にした事業プランを作成し

ていったという経緯がある。 

 

バイオガス発電の場合は、ゴミを集めるところからスタートし、産業廃棄物の中間処理でゴ

ミの回収収益を得て、次にメタンを発生させて発電のプロセスに入る。最終的にその発電過程

で得られる熱をどう利用して、最終的に出てくる堆肥をどういう形で販売するか、もしくはど

ういう形で利用していくかという点についてのモデル化を行い、リスクをどういう形で逃がす

かということを中心に検討を進めてきた。 

  太陽光発電の場合は、４億円で 1,600kWh 程度の発電ができ、利用する土地は２万坪である

一方で、バイオガスの場合は 1,500 坪で発電は 150kWh、産廃処理は日量 30t ということをベ

ースに、内部的には比較検討した。すなわち、太陽光発電の平均稼働時間は、銚子で 2,000 時

間と言われているが実際には 1,300 時間である。ここは地域格差大ということで収支計算をや

っていく上では漠然としてしまうが、バイオガス発電の場合は 22 時間稼働で 360 日、ゴミを

回収してきて動いている時間は逆に確実に把握できるので、稼働時間としては 7,920 時間であ

る。売電単価については将来的には変わるかもしれないが、廃棄物の処理単価は、実際にはト

ン当たり１万 2,000 円で算定している。千葉県の食肉公社と協働する中で、ここの処理単価が

今２万 5,000 円なので、当初の予算より倍以上の収益を上げる形になってきている。実際に発

電事業、その他もろもろの事業ということで、売上規模は太陽光発電の場合は年間 8,736 万円
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であるのに対し、バイオガス発電が発電事業としては 4,864 万円だが、中間処理費用が１億 800

万円あるので全体では年間１億 5,664 万円がベースになる。 

 設備関係の機器メーカーの選定にもリスクが伴う。太陽光発電の場合は、どちらかというと

東南アジアのメーカーが多いが、バイオガス発電の場合は、ドイツ、スウェーデンなど先進国

で稼働が高いものをこちらに輸入して動かしていくということでは、かなり安心感が高い。ま

た、売上先が一番大事なところであるが、太陽光の場合はどうしても電力会社一本になってし

まう。リスク分散をしないと万が一というときに切り返しができないが、バイオガスの場合は

電力会社と畜産施設、テーマパーク、食品加工工場、自治体その他という形で、収益源の分散

ができる。万が一にも売電価格等の変更を余儀なくされてビジネスモデルを一部修正して切り

替えるときに、売上先が分散しているほうが組合としても舵が切りやすいということで、こち

らのモデルを選択した。 

  バイオガスの場合は、ビジネスとしては自分たちの意識と目的に基づいて、いろいろな収益

構想をつくることができる。堆肥の生産についても日量 8.5t ぐらい出てくるので、今計画して

いるのは、全国の授産施設で障害者を雇用して、そこを経由して園芸やプランテーション関係

の肥料として活用してもらうという形で、間接的だが福祉政策にも役に立つ事業化を進めてい

る。最終的には太陽光が 8,700 万円に対してバイオマスで４億円近いので、3.5 倍ぐらいの収

益構造をつくっていくことが可能である。 

  今、中間処理場の動きが２極化しており、食品残渣を処理する部分と、汚泥処理の部分の２

つに分けている。なぜこの２つに分けるかというと、食品残渣は食料品関係の堆肥として畑で

使うことができるが、汚泥関係はそういうものに活用することができないからである。堆肥と

食品残渣を分け、要は食品残渣の収益モデルと、堆肥をつくっていく上での汚泥関係の収益モ

デルを分散して構築していくということである。当組合では問題ないが、堆肥をどういう形で

処理するかが、このモデルを進めていく上ではかなり問題になると思う。堆肥を処分するとこ

ろがないとバイオマス発電はできないのである。銚子の場合一面のキャベツ畑があるので、そ

ういうところでできた堆肥を処分しながら、授産施設等に供給する分も出していき、汚泥から

出てくる堆肥関係については、葬祭用の菊の生産をバイオマス発電から出る熱を利用しながら

有効活用する形のモデルをつくっている。こういう形で、とにかく熱の有効活用と出てくる最

終堆肥を活用しながら、収益のベースをどういう形で構築していくということを中心にやって

いる。 

当初このビジネスモデルをつくるときに、全国のいろいろな自治体と提携しながら、ある種

フランチャイズの仕組み、成功するビジネスモデルをひとつ確立して、それで各都市に普及さ

せることはできないかということで取組みをしている。そのときに問題になるのが中間処理場

をつくることで、ゴミを集めるところが一番大変でポイントになる。今だと大体平均して申請

してから許可が下りるまで２年ぐらいの時間がかかるので、逆に今中間処理場で食品残渣を取

り扱っている中間処理場と、汚泥を処理する中間処理場をピックアップし、その中から有志を

募り、今回こちらで進めている事業モデルを理解してもらい協力関係をとる形で今進めている。

実際に食品ゴミや汚泥関係のボリュームは相当量あり、その中からガスプラントの取組みを進

めていくということで、協力してもらえるところと FC 事業を展開している。資金関係の問題
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があり、ある程度の体力があるところと提携してモデルをつくらないとできないという事情が

あるので、現状では中間処理業者との連携をかけながら全国に FC を増やすべく模索している

ところである。このモデルをつくっていく上で、当初は国有地を買収してプラントをつくって

いこうということで計画していたが、設置する初期投下コストが膨大なものになるので実現す

るのはなかなか難しいのが現状である。 

  今、当組合でやっている中では、汚泥関係とか食品残渣の処理費の部分を、逆にバイオマス

発電の初期投資の部分の利子補給的なポイントとしてとらえている。食肉の食品残渣、汚泥処

理が、大体日量 20t ぐらいから始まるのだが、１日 50 万円ぐらい収益が上がるので、月間 20

日稼働ということで 1,000 万円ぐらいの収益が上がる。このため、もろもろの管理費を引いた

としても先行投資に対する返済原資、もしくは償還原資はそこで得られる。そういうものをう

まく活用しながらバイオマス発電につなげていくという考え方で取組まないと、事業をスター

トして建築して発電に至るまでの期間は収益を生まないので、そこに投資する方もしくはそこ

に融資する金融機関は見えない状況の中で進めていかざるを得なくなる。実ビジネスを先行さ

せて、ある種バイオマス発電のための事業ということで倒産隔離した状態で、それについては

銀行であれば信託口座で管理するということでも構わないが、そういう形で取組みを進めてい

くのが有効である。もしくは、銀行と系列のリース会社に連携していただき企業化し、リース

対応の施設という形に持っていって費用化していくという取組みもあるので、そういうことも

検討している。 

  
 

一．世界遺産小規模都市型：青森県深浦町モデル 

 

世界遺産白神を擁する農水産地域の再生エネルギーによる地域再生を深浦町を現場とし

て考える。深浦町は、青森県の西南部に位置している。南は秋田県との県境に接し、西は

日本海に面しており、鉄道マニアに人気のローカル線「五能線」が南北に縦走する地域で

ある。本町区域には日本で最初に世界遺産に登録された「白神山地」が広がる一方、日本

海の夕日が見られる黄金崎海岸や津軽国定公園「十二湖」などが展開する風光明美な地域

である。 

当地の産業は、水稲と野菜を主とする農業と漁業を中心とする第一次産業を基幹産業と

して発展してきた。しかし、産業構造の大幅な変化等に伴い、第一次産業の生産額は過去

20 年間に 20％近く減少、人口は同期間に 25％減少するなど厳しい状況が続いている。 

こうした状況の下、当地では白神山地の世界自然遺産登録を機に農業、漁業と並ぶ基幹

産業として観光産業を位置付け、観光客誘致等に向けた事業を展開している。具体的には、

白神山地という地域イメージを活用した地元農水産品の開発や、それに伴う商工業の活性

化を目指している。しかし、こうした施策によってもなお地域の衰退傾向を止めるまでに

は至っておらず、地域再生を如何に行うかが引き続き深浦地域の重要課題である。 

 

一方、当地の資源について見てみると、白神山地の水や木材、日本海の風や海産物の自
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然資源に加え、畜産農家から出される家畜の糞尿等、農畜産及び漁業者から出される生物

系廃棄物などのバイオマ資源に恵まれている。ただ、これまでのところ、採算性の問題か

らこれを発電等に有効利用するまでには至っていない。例えば、牛フンや食物残渣につい

ては、一部が堆肥として農家に提供されているのみで、残りについては廃棄物として処理

されているのが実情である。 

 

ただ、昨年の FIT を契機に再生エネルギーの活用による地域再生を目指す動きが出始め

ている。具体的には、日本海から吹く風を利用した風力発電事業への参入が活発化してい

るほか、農水路を利用した小水力発電の検討が始まっている。こうした発電により冬場の

ビニールハウスの熱源を確保するほか、耕作放棄地のオリーブ栽培への活用あるいは民宿

の充実による白神観光とアグリツーリズムの融合等が考えられている。 

  また、従来、採算性の観点から、産業廃棄物等としてコストをかけて処分されてきた家 

畜の糞尿等も、FIT 導入に加え技術の進歩もあって資源としての価値を持つことが認識さ 

れてきている。さらに白神山地の木材等の自然資源も新技術により、再生エネルギーとし

て活用できる道が開けてきている。当地では、これら資源を有機的に結合し、地産地消型

の再生エネルギーとすることで、農水産業を基軸とする当地域の再生が期待されている。 

 

 

一．畜産事業者主体型：各地の畜産屎尿ガス発電モデル 

 

  全国各地の畜産地域を、これまで最もガス化が難しいとされてきた鶏糞と比較的やさし

い牛屎尿に分けた上で、そのガス化発電事業の採算性を試算し、具体的な「バイオマス産

業都市構築」の可能性を検討中である。 

 

  鶏糞ガス化発電地域としては、全国規模で生産されている鶏卵 1 億 5,000 万羽、ブロイ

ラー6億 5,000 万羽の地域が対象となる。 

同様に 160 万羽鶏卵農場のある広島県庄原市や三重県伊賀市、あるいはブロイラー農場

のある青森県三沢市（1,000 万羽）や八戸市、鹿児島県南九州市(60 万羽農場)や鹿屋市な

どにおいて、主軸エネルギーとして市町村と一体となり、｢バイオマス産業都市｣を構築し

ていく予定にある。 

 

 また牛屎尿ガス化発電に関しては、肉牛と尿も大量に排出する乳牛とでは多少異なるよ

うであるが、カロリー計算上は大差ない。米沢牛の産地である山形県川西町、あるいは北

海道鹿追町などおいて、もちろん 1 農場 500 頭規模でも十分採算が成り立つが、数ヶ所の

近隣農場からの屎尿を集めることで 1,000 頭以上の規模にしてみた。運搬上の“臭い”問

題なども出てくるが、スケールメリットを出すことがでれば初期投資償却期間が短縮でき

るためである。 

また、屎尿をまくことができる土地が広い北海道はともかく、最上川の水源地域に立地
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する川西町の地域では畜産屎尿による水質汚染問題への対応にも悩んでいる。従って、畜

産屎尿ガス化発電システムにおいて、｢液肥｣をパウダー状の“無機肥料化”できるとなる

と、｢水｣「エネルギー」「環境保全｣を一体処理する形での｢バイオマス産業都市構築｣が展

望できることとなる。 

川西町地域は、全国的にみても圧倒的に広大な水源面積の農業基盤を擁する合併農協・

「JA おきたま」の地盤である。米の集荷量が 80 万俵を超え、かつその直販（「全農」経由

なし）率が 60 数％と全国屈指で、“米沢牛”の商標登録ももつ。“雪国”のハンディをプラ

スに活かした経営戦略で有名な、この「JA おきたま」の一部経営陣は、最大の自然資源た

る広大な水源の維持・涵養策にもなる、畜産屎尿の「高効率バイオガス化＆発電」システ

ム構築への関心を急速に高めている。 

 

  鶏糞の場合、50 日程度で回転するブロイラーと、2 年程度の期間で回転させる鶏卵用で 

は多少異なるが、いずれもカロリーは高い一方で、糞尿が一緒に出てアンモニアが強く、

また羽毛など硬くてメタン菌が消化しにくい(難分解性)ため、なかなかガス発酵効率が上

がらないという問題を抱えてきた。従って、発酵槽設備も大きくなりがちで、屎尿処理料

金の差もあるが、牛屎尿に比べ投資償却年数も長めとなる。 

   

 一方牛は、草食動物ということから糞尿のカロリーは鶏糞に比べ低いものの、体内の消

化器官にメタン菌が住み（牛のゲップは、CO2 の約 20 倍の地球温暖化効果を持つメタン

ガスを大気中に発散させている）、その糞尿にもたくさんのメタン菌があるため、ガス発酵

効率は高い。しかも、屎尿処理料も高い。こうした収益力の差から、160 万羽で 2,774kw

と発電規模が大きい鶏糞に比べ、牛の糞尿での発電規模は小さいながらも投資償却年数は

短い。鶏糞は牛屎尿に比べ、2 倍以上の設備償却年数を要することになる。 

  

 ただいずれにおいても、FIT での買上げ期間 20 年に比べると、10 年以内のはるかに短期

間での償却が可能なのは事実である。従って、鳥インフルエンザなどウイルス対策などの

負担大という課題はあるものの、「バイオマス産業都市構築｣の中核となる役割はどちらの

屎尿資源も十分に備えていると評価できるであろう。 

 

なお、大都市で大量に発生するリサイクル飼料をも与える養豚農場地域は今回は想定し

ていないが、高効率（80～90%）ガス化システムによると、概ね発電出力１Kw 当り豚 8 頭

の屎尿が必要として計算することで、鶏糞や牛屎尿を主体とする地域との比較検討できる

こととなる。 
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